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人民銀行・外管局、対外貸付管理弁法を公布 
 
 

中国人民銀行・国家外貨管理局は 2026 年 3 月 20 日、《国内企業の対外貸付管理弁法に関する通知》 
（銀発［2026］第 63 号、以下、本弁法）を公布しました。本弁法は 2026 年 4 月 20 日より施行されます。 
 

本弁法は、子親ローンなどの対外貸付業務において、人民元と外貨建てで従来異なっていた管理規定を統一し 

運用するものです。本弁法により、対外貸付期間は 5 年以内、ロールオーバーは原則 1 回までとして、通貨種類を 

問わず同一要件で管理されます。また対外貸付のマクロプルーデンス係数が 0.5 から 0.6 に引き上げられ、対外貸付

可能な限度額が拡大されます。 

 
本弁法の原文については、以下のウェブサイトをご参照ください。 
https://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/2026032016195944841/index.html 
 
 

＜本弁法の概要＞  

1. 対外貸付登記について 

 対外貸付とは 

 国内の非金融企業（以下、貸付人）から国外企業（以下、借入人）宛のクロスボーダー貸付 

（ex. 中国現地法人から国外親会社宛の子親ローンなど） 

 登記制度 

 対外貸付契約の締結後、借入人への貸付実行前に、貸付人は登記地の外管局で登記手続き申請 

 対外貸付の登記完了後 2 年超を経過した場合、未使用分については自動的に失効 

 取扱要件 

 貸付人が対外貸付登記（新規・変更・ロールオーバー含む）を申請する際、以下の条件に合致すること 

① 貸付人は法令に基づき設立登記され、設立から 1 年以上経過し、直近 3 年間に重大な法律規定 

違反がないこと（設立 3 年未満の場合、設立以降で重大な法律規定違反がないこと） 

② 借入人は法令に基づき設立登記され、良好な経営実績を継続しており、直近 3 年間に重大な法律

規定違反がないこと（設立 3 年未満の場合、設立以降で重大な法律規定違反がないこと） 

③ 貸付人と借入人は、直接または間接的な資本関係にあり、または同一親会社が直接または間接的

に出資していること 

④ 貸付人の対外貸付残高は、その対外貸付限度額を超過していないこと 
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⑤ 貸付人が同一の借入人に対して貸付する対外貸付金額・残高は、借入人の実態の経営状況に 

適合しており、資金用途は関連規定に合致していること 

⑥ 貸付利率は商業原則に合致していること 

⑦ 貸付期間は商業原則に合致しており、原則として 6 カ月から 5 年以内に設定すること 

⑧ 貸付人の既存の対外貸付の元利金は期日通り回収されていること、および借入人に延滞がないこと

（ロールオーバー登記手続き申請の場合を除く） 

 新規登記申請時の必要書類 

 貸付人は、以下の書類を準備し、登記地の外管局で登記手続き申請 

① 資金利用計画、返済計画、貸付人・借入人の経営状況、既存の対外貸付取組状況などを 

記載した書面による申請書、および《対外貸付業務登記申請表》 

② 貸付人・借入人が法令に基づき設立登記されていること、および両者の資本関係を証明する書類 

③ 対外貸付契約書（貸付金額、利率、期間、通貨、元本返済・利息支払方式、資金使途などの 

内容を含むが、これに限らない） 

④ 貸付人の直近一期の監査済み財務報告書、借入人の直近一期の財務報告書 

 変更・抹消登記 

 対外貸付契約書の条件に変更が生じた場合、貸付人は登録地の外管局で変更登記手続き申請 

 対外貸付の元利金が全額回収された場合、または登記完了後に資金利用計画がなくなった場合 

貸付人は当該対外貸付業務を取り扱った取引銀行で抹消登記手続き申請 

 貸付限度額管理 

 対外貸付限度額はマクロプルーデンス係数を適用し、対外貸付残高はその対外貸付限度額を超過 

してはならない 

 

 

 

 

 

2. 管理規定・取扱基準 

 資金原資 

 貸付人は、自己資金（自己保有の人民元資金および外貨転資金、外貨資金）を貸付原資とし 

個人資金や自身の債務、調達資金の利用不可 

対外貸付限度額 

直近一期の監査済み純資産 × 
マクロプルーデンス調節係数(0.6)※今回引上げ 

対外貸付残高 

Σ対外貸付残高 ＋ 
Σ外貨対外貸付残高×通貨転換係数(0.5) 

≦ 
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 資金使途 

 対外貸付契約書に定められた用途の範囲で資金を利用し、以下の規定に従う 

① 国家の法律・法規およびマクロコントロールの関連要件に違反しないこと 

② 借入人の経営範囲以外の支出に対する直接または間接的な使用は不可 

③ 対外直接投資、証券投資などの管理政策を回避する目的での使用は不可 

④ アンチマネーローンダリング、アンチテロ融資などの関連規定に違反しないこと 

 口座管理 

 貸付人は、登記地の外管局管轄内に所在する銀行で対外貸付専用口座を開設 

 複数の対外貸付に対して、一つの対外貸付専用口座の共用可能 

 通貨種類 

 人民元建て対外貸付登記した場合、原則として人民元で貸付実行・回収 

 外貨建て対外貸付登記した場合、原則として外貨で貸付実行・回収 

（外貨通貨種類は、実際の状況に応じて選択可能） 

 ロールオーバー管理 

 一つの対外貸付についてロールオーバーは原則 1 回までとする 

 借入人は元利金の返済義務を回避する目的でロールオーバーしてはならない 

 貸付人は対外貸付期限到来日の 30 日前までに、登記地の外管局でロールオーバー登記手続き申請 

 

 

以上 
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上海本店 

上海市浦東新区世紀大道100号  

上海環球金融中心12階 

TEL:86-(21)-3860-9000 

 上海浦西出張所 

上海市⾧寧区通協路269号 

建滔商業広場5号楼7階  

TEL:86-(21)-2219-8000 

 上海自貿試験区出張所 

上海市浦東新区世紀大道100号 

上海環球金融中心13階T30室  

TEL:86-(21)-3860-9000 

瀋陽支店 

瀋陽市瀋河区青年大街1号  

市府恒隆広場16階1606室  

TEL:86-(24)-3128-7000 

北京支店 

北京市朝陽区光華路1号嘉里中心 

北楼16階1601、1605-1606、   

1608、1615、1628-1629室 

TEL:86-(10)-5920-4500 

ご照会先 
 

天津支店 

天津市和平区南京路189号  

津匯広場2座12階  

TEL:86-(22)-2330-6677 

蘇州支店 

蘇州市高新区獅山路28号  

蘇州高新国際商務広場12階 

TEL:86-(512)-6606-6500 

 蘇州工業園区出張所 

蘇州市蘇州工業園区 

蘇州大道西2号 国際大厦16楼 

TEL:86-(512)-6288-5018 

 常熟出張所 

常熟市高新技術産業開発区 

東南大道33号 科創大厦8楼 

TEL:86-(512)-5235-5553 

 昆山出張所 

昆山市玉山鎮登云路258号匯金 

財富広場1号楼601、605-608室 

TEL:86-(512)-3687-0588 

杭州支店 

杭州市拱墅区武林街道延安路385号  

杭州嘉里中心2幢5階 

TEL:86-(571)-2889-1111 

広州支店 

広州市天河区珠江新城華夏路8号 

合景国際金融広場12階  

TEL:86-(20)3819-1888 

深圳支店 

深圳市福田区中心四路1号 

嘉里建設広場2座23階  

TEL:86-(755)-2383-0980 

重慶支店 

重慶市江北区慶雲路1号 

国金中心T1弁公楼20階単元1、15-18 

TEL:86-(23)-8812-5300 

大連支店 

大連市西崗区中山路147号  

申貿大厦4楼-A室  

TEL:86-(411)-3905-8500 
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